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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成26年7月3日(2014.7.3)

【公表番号】特表2013-528376(P2013-528376A)
【公表日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2013-037
【出願番号】特願2013-510342(P2013-510342)
【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｋ  31/63     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/50     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｇ０１Ｎ  33/02    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月9日(2014.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全体的な細胞ポリアミン含量またはポリアミン流入を減少させるためのポリアミン経路
を調節する薬剤と共に使用されることを特徴とする、癌腫のある患者の治療に使用するた
めのオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤であって、前記治療が、
　ａ）前記患者による食事性ポリアミン摂取及び／または前記患者における組織ポリアミ
ンレベルもしくは流入を評価することと、
　ｂ）ａ）のステップにおける評価が、食事性ポリアミン摂取および／あるいはポリアミ
ンレベルまたはポリアミン流入が多いことを示さない場合に、前記オルニチンデカルボキ
シラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤と、前記薬剤と、の併用有効量を含む併用療法を前記患者に施
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すことと、
　を含む、オルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項２】
　全体的な細胞ポリアミン含量を減少させるための前記ポリアミン経路を調節する薬剤が
、スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発現アゴニストである、
請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項３】
　前記食事性ポリアミン摂取が患者食事歴から判定される、請求項１に記載のオルニチン
デカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項４】
　高食事性ポリアミン摂取が３００μｍｏｌポリアミン／日以上として定義される、請求
項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項５】
　前記組織ポリアミンレベル又は組織ポリアミン流入が、直腸粘膜組織、前立腺組織又は
尿から決定される、請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項６】
　前記治療が、前記併用療法開始前又は開始時に前記患者を低ポリアミン食に供すること
をさらに含む、請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項７】
　前記治療が、少なくとも一方のＯＤＣ１遺伝子プロモーターアレルの位置＋３１６で前
記患者の遺伝子型を決定する試験の結果を得ることをさらに含む、請求項１に記載のオル
ニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項８】
　前記オルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤がα－ジフルオロメチルオルニチ
ン（ＤＦＭＯ）である、請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害
剤。
【請求項９】
　前記スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発現アゴニストが、
アスピリン非含有非ステロイド抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ）である、請求項２に記載のオルニ
チンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１０】
　前記アスピリン非含有ＮＳＡＩＤが、選択的ＣＯＸ－２阻害剤である、請求項９に記載
のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１１】
　前記アスピリン非含有ＮＳＡＩＤが、スリンダク又はセレコキシブである、請求項９に
記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１２】
　前記アスピリン非含有ＮＳＡＩＤが、スリンダクである、請求項９に記載のオルニチン
デカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１３】
　前記アスピリン非含有ＮＳＡＩＤが、セレコキシブである、請求項９に記載のオルニチ
ンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１４】
　前記患者が固形腫瘍を有し、前記治療が前記固形腫瘍の切除をさらに含む、請求項１に
記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１５】
　ＤＦＭＯ及びスリンダクが前記切除の前に投与される、請求項１４に記載のオルニチン
デカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１６】
　ＤＦＭＯ及びスリンダクが前記切除の後に投与される、請求項１４に記載のオルニチン
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デカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１７】
　前記癌腫が、結腸直腸癌、乳癌、膵臓癌、脳腫瘍、肺癌、胃癌、血液癌、皮膚癌、精巣
癌、前立腺癌、卵巣癌、肝臓癌又は食道癌、子宮頸癌、頭頸部癌、非メラノーマ皮膚癌、
神経芽細胞腫及び膠芽細胞腫である、請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（
ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項１８】
　前記癌腫が結腸直腸癌である、請求項１に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤ
Ｃ）阻害剤。
【請求項１９】
　スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発現アゴニストと共に使
用されることを特徴とする、以前に癌腫と診断されたことがある患者の再発を予防するた
めの方法において使用するためのオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤であっ
て、前記方法が、
　ａ）前記患者による食事性ポリアミン摂取及び／又は前記患者における組織ポリアミン
レベルを評価することと、
　ｂ）ａ）のステップにおける評価が、食事性ポリアミン摂取および／あるいは組織ポリ
アミンレベルが高いことを示さない場合に、前記オルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ
）阻害剤と前記スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発現アゴニ
ストとの併用有効量を前記患者に投与することと、
を含む、オルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項２０】
　前記患者が、癌腫瘍の外科的切除を以前に受けたことがある、請求項１９に記載のオル
ニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項２１】
　スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発現アゴニストと共に使
用されることを特徴とする、癌腫の家族歴を有する患者において癌腫を予防するための方
法において使用するためのオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤であって、前
記方法が、
　ａ）前記患者による食事性ポリアミン摂取、前記患者における組織ポリアミンレベル又
は組織ポリアミン流入を評価することと、
　ｂ）ａ）のステップにおける評価が、食事性ポリアミン摂取、組織ポリアミンレベル又
は組織ポリアミン流入が多いことを示さない場合に、前記オルニチンデカルボキシラーゼ
（ＯＤＣ）阻害剤と前記スペルミジン／スペルミンＮ１－アセチルトランスフェラーゼ発
現アゴニストとの併用有効量を前記患者に投与することと、
　を含む、オルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
【請求項２２】
　前記組織ポリアミンが、プトレッシン、モノアセチルスペルミジン、またはモノアセチ
ルスペルミンである、請求項５に記載のオルニチンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤
。
【請求項２３】
　前記結腸直腸癌が、家族性腺腫性ポリープ症と関連する、請求項１８に記載のオルニチ
ンデカルボキシラーゼ（ＯＤＣ）阻害剤。
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